
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 4 4

件 名 等 南相馬市民文化会館　スタインウェイピアノ修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 業務委託
約

本施設保有のスタインウエイピアノのパーツの経年劣化及び本体の修理が必要な状況から修繕を行い、適正な管

理運用を図る。
内

　スタインウエイピアノ部品　　１式
概 要

　技術工料（貼替調整等）　　　１式容
　外装塗装・内装フレーム組立　１式

有限会社ピアノテック仙台
名 称

相

手 代 表 者 取締役　西尾　吉昭

方 宮城県　仙台市青葉区　北目町２番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、当施設のスタインウェイコンサートピアノの設置および保守点検を担当しており、当施設の楽器

について十分な知識と経験を有している。

　また、スタインウェイピアノの修繕には、メーカーが認定した専門技術や純正部品の使用が必要となり、これ
随

らの条件を満たし、修繕を行えるのは東北地方でスタインウェイ正規特約店となっている当該業者のみとなって

いることから、当該業者と随意契約とする。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 6 0

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区川子字三斗蒔地内）

契 履行場所 鹿島区川子字三斗蒔地内

種 類 業務委託
約

　鹿島区川子字三斗蒔地内において東北電力とＮＴＴ東日本が所有する柱に市が保有する光ケーブル（IRU線)が

添架されているが、相双農林事務所のほ場整備事業により柱の移転が必要となったため、併せて光ケーブルの移
内

転を行うもの。

概 要
容

ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、本光ケーブル（IRU線）の施設、保守を実施している当該事業者でなければ履行できないこと

から、当該事業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 6 1

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（小高区小屋木地内）

契 履行場所 小高区小屋木地内

種 類 業務委託
約

　小高区小屋木地内において、東北電力が所有する柱に市が保有する光ケーブル（IRU線）が添架されているが

、相双農林事務所のほ場整備事業により柱の移転が必要となったため、併せて光ケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、本光ケーブル（IRU線）の敷設、保守を実施している当該事業者でなければ履行できないこと

から、当該事業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 6 5

件 名 等 小中学校庭木剪定業務委託

契 履行場所 小中学校１７校

種 類 業務委託
約

小中学校（１７校）に庭木の剪定、刈込み、整枝作業。

施設周りの施設案内看板や交通標識等を考慮した刈込みを行うとともに、敷地境界より庭木が道路側に突出しな
内

いように刈込む。

庭木剪定数【黒松・金木犀等：約3,300本】
概 要

容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は小中学校の中低木の剪定業務であり、高所作業車等を必要としない簡易な剪定業務である。上記業者は

当該業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、高齢者の就業の機会の確保と社会参加に寄与する

ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号によりシルバー人材センターとの随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 6 9

件 名 等 軽自動車ＯＳＳ軽二輪対応に伴うシステム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　総務部　税務課　市民税係

種 類 業務委託
約

軽自動車ＯＳＳ二輪車対応に伴うシステム改修

　本市で実装している軽自動車ＯＳＳ（軽自動車ワンストップサービス）の軽二輪自動車の機能追加
内

　・対応パッケージ機能追加・提供

　・ＡＤＷＯＲＬＤ住民情報システムのバージョンアップ作業
概 要

　・事前試験対応容
　・本番切り替え、実装確認、稼働後サポート

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、令和８年１月から運用開始予定の軽二輪に係る保有関係手続の電子化に伴うシステム改修であ

り、現行の税基幹システムに対し機能を追加するものであるため、現行システムの開発保守を行っている当該業

者でなければ履行できないことから、当該業者と随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 8 6

件 名 等 浦尻貝塚縄文の丘公園ガイダンス棟等展示制作業務委託

契 履行場所 浦尻貝塚縄文の丘公園（福島県南相馬市小高区浦尻字南台地内外）

種 類 業務委託
約

浦尻貝塚縄文の丘公園における屋外展示物、並びにガイダンス棟及び貝塚観察館における映像・音声ガイダンス

コンテンツを制作する。
内

①復元画看板（A3版）1枚

　　　構造物：印刷物、ベース
概 要

②貝塚観察館　音声ガイダンスコンテンツ制作　1本容
③ガイダンス棟　映像・音声ガイダンス制作　3本

　　　構造物：タッチディスプレイ、小型パソコン、スピーカー、マイクロSDカード、

　　　　　　　　 壁掛け金具角度固定タイプ

株式会社スタジオ三十三
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　撫養　健至

方 京都府　京都市　伏見区竹田松林町１１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、浦尻貝塚縄文の丘公園における来場者の利便性および回遊性を向上させることを目的に、既存展示

物と一貫性のあるデザインを採用するとともに、浦尻貝塚での学習効果を高めるコンテンツを制作するものであ

る。
随

　この業務を進めるに当たっては、「貝層剥ぎ取り」という当該業者の特許技術を活用したコンテンツの改良や

既存の復元画と同様の画風による復元画を制作できることが必須であるため、当該業者と随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 8 9

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区上栃窪地内）

契 履行場所 鹿島区上栃窪地内

種 類 業務委託
約

　鹿島区上栃窪地内において、NTTが所有する柱に市が保有する光ケーブル（IRU線）が添架されているが、相双

農林事務所のほ場整備事業により柱の移転が必要となったため、併せて光ケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、本光ケーブル（IRU線）の敷設、保守を実施している当該事業者でなければ履行できないこと

から、当該事業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 9 5

件 名 等 南相馬市博物館シアター機器更新修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市博物館

種 類 業務委託
約

１．機器の更新修繕

　①音響システム
内

　デジタルステレオミキサー１台、デジタルワイヤレス受信機２ｃｈ１台、　他一式

　②制御部タッチパネルコントロールシステム
概 要

　タッチパネルモニター１台、システムコントローラー１台、他一式容
２．更新後の試験・調整

３．担当職員に対しての技術指導

コセキ株式会社　福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　籔内　聡

方 福島県　福島市　岡部字東町７１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、シアター既存機器の設置業者であり、本シアター機器の更新修繕において、既存設備との接続等に

プログラム互換性があることから、制御プログラムを製作、機器接続、保守点検を行っている当該業者でしか機

器の性能維持が困難なため、当該事業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 9 7

件 名 等 小高西部浄水場前処理ろ過機ろ材交換業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区大田和字広畑地内

種 類 業務委託
約

前処理ろ過機ろ材交換　１基

前処理ろ過機塗装　　　１基
内

着水混和槽塗装　　　　１基

概 要
容

理水化学株式会社　仙台支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大友　哲也

方 宮城県　仙台市　青葉区北目町１番１８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、小高西部浄水場に設置されている前処理ろ過機内部の経年劣化したろ材交換等の保守作業を行

うものである。

　当該設備は、浄水工程において水道原水に含まれる異物を取り除き、水質保全のための重要な設備である。前
随

処理ろ過機のろ材充填作業における品質管理及び、試運転における性能試験は当該設備を製造、設置したメーカ

ーである理水化学株式会社仙台支店以外では実施が困難であるため随意契約とするものである。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 0 6

件 名 等 令和７年度社会保険料控除対象額のお知らせ作成業務委託

契 履行場所 南相馬市役所総務部税務課管理係

種 類 業務委託
約

　社会保険料控除対象額（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日における国民健康保険税・後期高齢者医療

保険料・介護保険料の納付済額）のお知らせを、市が現在使用している税基幹システム等のデータを基に作成す
内

る業務

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、市で使用している税基幹システム等のデータを基に、社会保険料控除対象額（令和７年１月１日

～令和７年１２月３１日における国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済額）のお知らせ

を作成する業務である。当該業者は、現在本市で使用している税基幹システム等の開発および保守管理業者であ
随

り、社会保険料控除対象額のお知らせの作成に係る大量一括処理においては、当該税基幹システム等のデータを

用いて、専門の機械で処理するため、現行システムの開発保守をしている当該業者でなければ履行できないこと意
から、当該業者と随意契約とする。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 1 1

件 名 等 年金生活者支援給付金支給業務に係るシステム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所（サーバー内）

種 類 業務委託
約

年金生活者支援給付金支給業務において、令和7年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」に対応した所

得情報の算出及び国保連合会等関係機関との情報連携データ作成をシステム内で実施できるようにする、現行シ
内

ステム「ＡＤＷＯＲＬＤ」の改修一式

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は法改正に対応するため既存のシステムを改修するものであり、既存のシステムの設置・開発・保

守を行っている者でなければ、改修業務ができないため。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 1 2

件 名 等 南相馬市第三次総合計画後期基本計画策定支援業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

（１）基礎調査（市民意識調査）

（２）人口推計・検証
内

（３）後期基本計画策定支援

（４）その他必要となる業務に係る支援・調整業務
概 要

容

株式会社サーベイリサーチセンター　東北事務所
名 称

相

手 代 表 者 所長　千葉　記章

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町二丁目４番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該事業者については、令和４年度に策定した南相馬市第三次総合計画基本構想、同計画前期基本計画の策定

に当たり、公募型プロポーザル方式により「南相馬市総合計画等策定支援業務委託」の委託先として選定し、本

業務委託を適切かつ滞りなく履行したものであり、今回の同計画後期基本計画の策定に当たっては、引き続き、
随

同計画基本構想を踏まえた計画の実現に向け、同計画前期基本計画の内容をベースに計画を策定する必要がある

。意
　このことから、同基本構想及び同前期基本計画策定時における市総合計画審議会や各種意見交換会等での市民

意見や、各成果指標（KGI/KPI）を設定した経過などを十分に理解・把握した事業者でなければ、当該策定支援契
業務を適切かつ滞りなく履行することができないため、当該事業者と随意契約とする。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部企画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 2 0

件 名 等 防災備蓄倉庫電動式移動棚保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区萱浜字巣掛場地内

種 類 業務委託
約

南相馬市防災備蓄倉庫内に設置されている電動式移動棚の保守点検業務

・６連複式主列稼働棚ほか　計７台
内

概 要
容

株式会社ＩＨＩ物流産業システム
名 称

相

手 代 表 者 取締役サービス本部長　中磨　満彰

方 東京都　江東区　豊洲三丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本電動式移動棚は、災害時に、迅速かつ安全な物資供給を確保するため、確実な保守管理が求められる。

本電動式移動棚は、構築システムや機械構造が複雑であり、又、使用されている部品については、当該設置業者

が製造している正規品でなければ修理等対応が困難であること、などから、設置業者以外では保守点検及び部品
随

の調達、修理等が困難であるため、設置業者である当該業者と随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 2 3

件 名 等 原町第一下水処理場初沈流出可動堰電動操作機分解整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目　地内

種 類 業務委託
約

初沈流出可動堰電動操作機分解整備　　1台

内

概 要
容

株式会社前澤エンジニアリングサービス　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　宇都宮　正

方 宮城県　仙台市　宮城野区榴岡三丁目４番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本可動堰設備については、前澤工業（株）製の設備であり、製造元の設備保守を専門とする子会社である当該業

者以外では部品交換を行うことができないことから、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 3 9

件 名 等 戸籍総合システム振り仮名一括記録改修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所のほか市の指定する場所

種 類 業務委託
約

　戸籍法の一部改正により、氏名の振り仮名法制化に対応した機能整備のため戸籍総合システムの改修を行う。

　・令和８年度に戸籍の氏名へ振り仮名を一括記録するためのシステム改修
内

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、戸籍法の一部改正に伴うシステム改修であり、既存システムとの互換性が必要であるため、現

行システムの開発保守をしている当該業者でなければ履行できないことから、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 4 8

件 名 等 全国瞬時警報システム(Jアラート)新型受信機更新業務委託

契 履行場所 危機管理課

種 類 業務委託
約

令和８年度出水期を目処に気象庁が実施予定としている、防災気象情報全体の体系整理等に対応する必要がある

一方で、現行のＪアラートの受信機では、これらの防災気象情報の変更に十分に対応できないため、対応の緊急
内

性に鑑み、Jアラート新型受信機を更新するもの。

・Ｊ-ＡＬＥＲＴ専用小型受信機　　　　1式
概 要

・受信機専用モニタＰＣ　　　　 　　　1式容
・SI費（セッティング作業、現地調整） 1式

・産廃費　　　　　　　　　　　　　　 1式　外

日本電気株式会社　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　筒井　滋

方 福島県　郡山市　清水台２丁目１３番２３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

現在運用中のJアラートの受信機については、日本電気株式会社（以下「NEC」という）が整備及び設置を行って

いる。また、Jアラート自動起動装置を介して連携させている同報系システムについても当該事業者が保守及び

管理を行っている。本事業におけるJアラート新型受信機への更新にあたっては、更新対象となる装置を利用し
随

た同報系システムとの接続及びシステム全体の試験を行うこととしており、一連の作業について技術的に対応可

能な業者は当該業者のみであることから、当該業者との随意契約とするもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 5 0

件 名 等 原町第三小学校　高速通信環境の機器設定変更業務委託

契 履行場所 原町第三小学校

種 類 業務委託
約

原町第三小学校のネットワークに係る下記のとおり機器設定変更を行う。

実施内容
内

(1) 機器設定変更（UTM、SSW、FSW、AP）

(2) ファームウェアアップデート（UTM、AP）
概 要

(3) SFP+モジュール追加容

ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

原町第三小学校のネットワーク機器は、当該業者が導入して環境構築を行ったため、設置している機器の設定変

更ができるのは当該業者のみであることから、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 5 1

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区塩崎字南曽根地内他）

契 履行場所 鹿島区塩崎字南曽根地内他

種 類 業務委託
約

　鹿島区塩崎字南曽根地内他においてＮＴＴ東日本が所有する柱に市が保有する光ケーブル（IRU線)が添架され

ているが、相双農林事務所のほ場整備事業により柱の移転が必要となったため、光ケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、本光ケーブル（IRU線）の施設、保守を実施している当該事業者でなければ履行できないこと

から、当該事業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 5 3

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区橲原地内2）

契 履行場所 鹿島区橲原地内

種 類 業務委託
約

　鹿島区橲原地内において、東北電力が所有する柱に市が保有する光ケーブル（IRU線）が添架されているが、

相双農林事務所のほ場整備事業により柱の移転が必要となったため、併せて光ケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

ＮＴＴ東日本株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、本光ケーブル（IRU線）の敷設、保守を実施している当該事業者でなければ履行できないこと

から、当該事業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 8 6 3

件 名 等 南相馬鹿島サービスエリア周辺開発事業事業者選定支援等アドバイザリー業務委託

契 履行場所 鹿島区地域振興課

種 類 業務委託
約

南相馬鹿島サービスエリア周辺開発基本計画で設定した事業コンセプトを実現するため、開発における設計・施

工・維持管理・運営を行う民間事業者を選定するための公募型プロポーザルの実施及び選定された事業者との契
内

約締結までの支援を目的としたアドバイザリー業務を委託するもの。

概 要
容

ＥＹ新日本有限責任監査法人
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　松村　洋季

方 東京都　千代田区　有楽町一丁目１番２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務における整備・運営手法の検討及び主要な論点の整理、事業者の公募に向けて必

要となる利害関係者等との調整の支援は、調査手法や分析力、調整方法等によって成果の内容が大きく異なるこ

とから、価格のみによる競争では事業者の選定が困難である。
随

このことから、調査手法や分析力の異なる多くの事業者から提案を受け、比較検討を行いより良い事業者を選定

するために、公募型プロポーザルにて事業者を選定することとした。意
１１月２８日に応募事業者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、審査委員会にて厳正に審査した

結果、当該事業者を最優秀提案事業者に選定したことから、当該事業者と随意契約を締結するもの。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　鹿島区地域振興課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


